
 

 

 

建築主はワンルーム形式共同住宅に該当する場合、以下の順序に従って、手続きを進めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－3－ 

手続の順序 

（６頁） 

※1 確認申請書等の手続き前までに、上記の手続きを完了してください。 

近 隣 居 住 者 等 建 築 主 市 （ 宅 地 課 ） 

※1 

少なくとも 
14 日前に設置 

標識は、建築基準法第 89 条に規定する 
「確認の表示」をする日まで設置 

 

建
築
計
画
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
現
地
標
識
を
訂
正
し
、「
変
更
に
係
る
図
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

内容確認 

内容確認 速やかに１部提出 

３日以内に１部提出 

「標識」の設置 

説明を受ける 

話し合い 

「標識設置報告書」の提出 「標識設置報告書」の受理 

「通知書」の受理 
建築確認の申請 周知措置確認の通知 

「説明結果報告書」の受理 「説明結果報告書」の提出 

建築基準法第 89 条に規定する
「確認の表示」 

（要綱上の）周知完了 

必要に応じて、周知完了後も 
話し合いを継続してください。 

○不在の場合は、説明
資料を投函し、3 回
（3 日）以上の訪問
をしてください。 

 
○個別説明した方から

説明会の開催要望が
あった場合は、説明
会を⾏うようにして
ください。 

○説明会に出席できな
かった方には、再度
説明会を開くか、個
別訪問をしてくださ
い。 

個別説明 説明会 

提出時に必要な書類 

（2 頁） 

（４・５頁） 

（９・１０頁） 

（１１～１３頁） 


